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「貯蓄から投資へ」の掛け声 

「経済財政運営と改革の基本方針」への明記 

「貯蓄から投資へ」という日本政府の方針が打ち出さ

れたのは小泉政権が発足当時にまとめた「経済財政運

営と改革の基本方針 2001」いわゆる骨太の方針に“個

人投資家の市場参加が戦略的に重要。貯蓄優遇から投

資優遇への金融の在り方の切り替え”と明記されたのが

はじまり。この政府の方針に沿って 2003 年から証券

税制優遇もスタートした。預貯金の利子所得の税金が

20％に据え置かれたのに対して、株式売却益や株式の

配当金は 10％に引き下げられた。（2013 年末に終了）

また、2001 年 10 月 1日から確定拠出年金法の施行に

よる個人型確定拠出年金がスタートしている（iDeCO

という愛称がつけられたのは 2016 年 9 月でそれまで

は「個人型確定拠出年金」や「日本版 401ｋ」と呼ばれ

ていた）。 

2012 年 12 月 26 日にスタートした第二次安倍政権で

は、同経済財政運営と改革の基本方針（2013 年 6 月

14 日閣議決定）の中で、“企業投資やリスクファイナン

スを通じて新たな成長が生まれるよう、金融面の環境

整備を図ることが重要であり、少額投資非課税制度

（NISA）の普及を通じた家計資産の多様化の促進等に

取組む”と明記された。これをうけて少額投資非課税制

度（NISA）は 2014 年 1 月からスタートしている。 

そして、今回、岸田政権は同経済財政運営と改革の基本

方針（2022 年 6 月 7日閣議決定）において、新しい資

本主義に向けた重点投資分野の一つ「人への投資と分

配」の中で貯蓄から投資のための資産所得倍増プラン

として、“政策を総動員し、貯蓄から投資へのシフトを

大胆・抜本的に進める。これらを含めて年度末には総合

的な「資産所得倍増プラン」を策定する。その際、家計

の安定的な資産形成に向けて、金融リテラシーの向上

に取り組むとともに、家計がより適切に金融商品の選

択が行えるよう、将来受給可能な年金額等の見える化、

デジタルツールも活用した情報提供の充実や金融商品

取引業者等による適切な助言や勧誘・説明を促すため

の制度整備を図る”と明記された。 

「貯蓄から投資へ」の政策課題は先進国の中では並外

れて預貯金に偏っていた個人金融資産の運用をできる

限り株式、債券、投資信託に振り向けようとするもので

あった。言い換えればわが国の成長を図るためにはリ

スクマネーの円滑な供給が不可欠であり、そのために

は個人金融資産のうち55％を占める預貯金の割合を引

下げ、株式、債券、投資信託の割合を引き上げることに

あった。 

家計の金融資産において、預貯金から株式等のリスク

資産に振り向けることで、リスク資産の流通市場に厚

みを持たせ、ひいてはスタートアップ（新規創業）への

投資など発行市場を活性化するという成長戦略ではな

いかと思われる。また、少子高齢化によって公的年金だ

けでは豊かな老後生活を送ることはますます難しくな

っていることから家計の保有する金融資産についてよ

り高いリターンを目指すということだろう。 

投資の必要性（リスク資産の保有動機） 

個人がリスク資産を保有する動機は第一にインフレへ

の備えである。つまり、安全資産である預貯金に金融資

産を集中させているために貨幣価値が下がり、購買力

が失われてしまうことを避けるためである。 

そしてリスク資産保有のもう一つの動機は将来への備

えである。つまり預貯金利息だけでは生活費を下支え

するには到底足らないのでリスク資産に投資する必要

がある、ということだろう。 

「貯蓄から投資」が政府方針に明記されてから 20 年以

上経過するが、家計の金融資産構成に大きな変化は見

られない。一方、個人がリスク資産を保有する動機につ

いては徐々に環境が整いつつある。日本のインフレ率

は低いばかりか、デフレでインフレに備える必要性は

乏しかったが、一次産品の価格高騰や円安進行によっ

て足許の物価上昇率は 3％を超え、長期の期待インフレ

率も緩やかに上昇してきている。インフレへの備えと

いうリスク資産の保有動機は十分にあると考えられる。

また、「老後 2000 万円問題」に端を発した将来への備

えも必要だ。 

 



  
【金融トピック】                                 2022.12.01 

 

  
本ページは投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまでも情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれてい

る場合もあります。また、グラフ等のデータは各種発表元、QUICK 社等の情報ベンダーより取得し、当社にて加工したものを使用しておりま
す。最終的な投資判断は、ご自身の判断でなさるようにお願いします。 

-2- 

（総務省が発表した 10 月の消費者物価指数（生鮮食料品除く）は前年同月比 3.6％の上昇） 

 
（資産を現金・預金に保有している状態では目減りする環境に突入している） 

 

 

投資が進んでいない代表的な要因としては①日本人特

有の安定志向、②金融リテラシーの低さ、③預貯金だけ

で十分な資産形成ができた経験、などがあるだろう。 

また、2003 年から始まった投資優遇税制についても、

その後のリーマンショックで日本株は40％以上下落し、

多くの投資家が損失を被った。1900 年代のバブル崩壊

も含めこうした投資に関する成功体験が乏しいのも投

資が進んでいない理由ではないだろうか。 

ただ、日本人特有の安定志向についても金融リテラシ

ー（金融に関する知識と判断力）が備わっていれば違っ
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たのかもしれない。現在、資産運用として広く認識され

ている「長期」「分散」「積立投資」という概念があれば

十分な成功体験になったかもしれない。小泉政権が政

府方針として打ち出した 2001 年以降、日経平均株価

の積立投資（月々3万円）を実行した場合、約 22 年間

で786万円の積立金額に対して1,583万円の成果とな

っている。2001 年当時 40 歳の投資家は毎月 30,000

円の積立投資によって「老後 2,000 万円問題」に対す

る不安は払しょくされている。 

資金性格、資金目的とそれに適合したリスクとの向き

合い方が重要になる。 

 

 

（日経平均株価を毎月末に 30,000 円ずつ積立投資を実行した場合） 

 
（資産を現金・預金に保有している状態では目減りする環境に突入している） 

岸田政権の「新しい資本主義」は、経済成長しつつ格差

をなくしていこう、というもの。経済成長の果実が隅々

まで行きわたり「成長と分配の好循環」を実現するには

“貯蓄から投資へのシフトを大胆・抜本的に進める”こと

が重要だと考えているようだ。 

政府は 11 月 25 日、資産所得倍増プランの案を公表し

た。少額投資非課税制度（NISA）の非課税期間を無期

限にするほか投資限度額の引上げを検討する。NISA 拡

充で家計の預貯金 1,000 兆円の一部を投資に誘導した

い狙い。 

家計の金融資産の分布は高齢世帯に偏っているが、年

金受給世帯ほどインフレに対しては脆弱だ。年金収入

のように決まった収入額で暮らしている場合、想像以

上のインフレが起こると実質的な所得が目減りするこ

とになる。若年層の老後のための長期的な資産形成は

もちろんのこと、高齢期においては資産運用によって

資産寿命を延ばす、あるいは配当などの金融資産所得

によって生活費の下支えをするというのも重要になっ

てくるのではないだろうか。 

 

※金融リテラシー 

金融リテラシーとは、日々の家計管理や資産形成、金融

取引や保険、金利やローンの知識など、お金と上手に付

き合うために必要な知識や判断力のこと。OECD（経済

協力開発機構）は、「金融に関する健全な意思決定を行

い、究極的には金融面での個人の幸福を達成するため

に必要な、金融に関する意識、知識、技術、態度及び行

動の総体」と定義している。 
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“経営の神様”と謳われた松下電器産業（現パナソニック）

の創業者である松下幸之助氏は、半世紀以上前の 1967

年に自身がつくった PHP 研究所が出版した雑誌の中で

「株式の大衆化」について提言を残している。 

株式の長期保有によって実現できる「成長と分配の好

循環」とはこういうことではないだろうかと思う。 

 

 

 

 

 

 

松下電器産業（現パナソニック）創業者 松下幸之助 

1967 年 「株式の大衆化で新たな繁栄を」PHP誌より 

 

「株式の大衆化ということは、資本主義の進歩の姿であって、みんなが豊かになっていくことに結び付

くわけです。多くの人が、株主になっていくことによって投資した株式から配当を受け取ることができ

ます。さらに一方では、株式の大衆化の結果、企業活動、産業活動にもそれだけ有形無形の衆知が集まっ

て、その成果も一段とあがり、社会全体がより繁栄し、豊かになっていくのではないでしょうか。そうす

ると、みんながそのことの恩恵も受けるわけです。たとえば勤労者であれば、そうした産業の興隆は当

然賃金給与の向上をもたらすでしょう。商店であっても、社会全体がより豊かになればそれだけ売上げ

も増えるということになります。だから多くの人びとは本来の仕事を通じての収入も向上し、また一方

で株主としての配当収入もあることになりますね。そういう姿が社会全般にできてくれば、そのことは

同時に人心の安定化をももたらします。いわゆる健全なものの考え方を多くの人がすでに政府が株式の

大衆化を国家運営の一つの重要な柱として積極的に推進するのは、当然のことと考えられないでしょう

か」 



～添付資料をご覧頂くうえでの留意事項～ 

2019年 10月 1日 

 

【手数料等】 

⚫ 商品等への投資には、各商品等に所定の手数料をご負担いただく場合があります。 

⚫ 例えば、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式(単元未満株式を除く)のお取

引の場合は約定代金に対して最大 1.265％(ただし、算出された手数料が 2,750 円に満たない

場合は 2,750 円、いずれも税込)の委託手数料、外国株式取引に関しては外国株式国内委託

取引の場合、現地手数料および外国株式国内委託手数料が必要となります（外国株式国内

委託手数料は約定代金に対して最大 0.88％、手数料の下限 4,400 円、いずれも税込）。外国

株式店頭取引の場合、購入対価のみが必要となります。また、円決済時に適用される為替レ

ートには為替スプレッドが反映されます。適用為替レートは当社が決定した為替レートによる

ものとします。非上場債券(国債、地方債、政府保証債、社債、EB 債等)を当社が相手方となり

お買付けいただく場合は、購入対価のみが必要となります。投資信託の場合は銘柄ごとに設

定された「販売手数料」「信託報酬」「信託財産留保額」等の諸経費をご負担いただきます。 

【リスク等】 

⚫ 各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等お

よび有価証券の発行者等の信用状況（財務・経営状況を含む）の悪化等それらに関する外部

評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ（元本欠損リスク）があります。 

⚫ なお、信用取引またはデリバティブ取引等（以下、「信用取引等」といいます）を行う場合は、信

用取引等の額が当該信用取引等についてお客様の差入れた委託保証金または証拠金の額

（以下、「委託保証金等の額」といいます）を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の

価格または指標等の変動により損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回る

おそれ（元本超過損リスク）があります。 

⚫ 当社では信用取引における委託保証金の額は、約定代金の 30％以上（うち 10％以上は現

金）で、かつ 150万円以上が必要です。 

※上記の手数料等およびリスク等は商品毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書

面や目論見書またはお客様向け資料等をよくお読みください。 

 

【資料について】 

⚫ この資料は情報提供のみを目的としております。従いまして、投資に関する最終判断は、ご自

身の判断でなさるようお願い申し上げます。 

 

 

 

商 号 等：第四北越証券株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第128号 

加入協会：日本証券業協会 
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